
厚生労働省では、学生アルバイトの労働条件を明確にし、
安心して働ける環境を整えることを目的に、例年キャン
ペーンを実施しています。今年の実施期間は令和７年４月
から７月まで。キャンペーンで示されている内容は学生ア
ルバイトに限らず、事業主として最低限理解しておきたい
内容であるため、この機会に自社の労務管理を振り返り、
確認しておきましょう。

キャンペーンでは業務事業主が確認すべき事項として、

次の５つがあげられています。

まず「労働条件の明示」として、雇用契約時に、労働時間

や賃金、業務内容などの基本事項を書面または電子メー

ルなどで明示することが義務です。次に、学生の学業に配

慮し、シフトは一方的に変更せず、合意の上で管理するこ

とが求められます。さらに労働時間の把握として、タイム

カードや記録簿により、実労働時間を正確に把握する体

制を整えましょう。

また、制服代や商品購入の代金を強制的に賃金から天

引きすることは禁止されています。最後に遅刻・欠勤に対

して一律の減給や罰金を課すことは、労基法に違反する

可能性がありますので注意しましょう。

「生成AIを使っていますか」

生成AIが話題になっていま

すが、皆さん活用されていま
すか。私も生成AIを使う日は
ないぐらい使っています。

当事務所では、パワーコン
テンツジャパンの「生成AIアド

事務所の
お仕事紹介

【編集好奇】
▼先日、京都・嵐山へ行く機会がありました。外国人も多く、お
店が並んでいて「ザ観光地」といった感じでした。次は桂川の景
観をのんびり眺めたり、映画のロケ地になった場所を散策したり
したいと思います（ＳＹ）

チャレンジ！カンパニー訪問

せのさぽ定期便 令和7年7月号 Vol.201
★本誌は“企業は人なり”の考えの元に会社の業績向上にお役立ていただきたいと願い発行しています。

「年に一度は労務管理のチェックで労務トラブルを防ぎましょう」

【使ってみてください！ 仕事で便利なショートカットキー⑨】
「Windows＋矢印キー（←/→）」画面を左右半分に分割して並べて表示するショートカットキー

６月の事務所の活動

４・11・18・25日 社労士会「人的資源管理」研修参加

３日 「ドラッカーマネジメント研究会」第２クール補講

12日 井原商工会議所「定例相談会」相談員

19日 オンライン早朝読書会「いばら朝喝同好会」参加

19日 井原商工会議所人材育成交流会総会参加

30日 オンライン「職務基準の人事制度」参加

事務所日誌

●労働条件の明示など５つのチェック

給与計算や社会保険の手続き、労働時間の管理など、

「これまで問題なかったから大丈夫」と思って、独自のやり

方を続けていることはありませんか？ 「残業代の計算方

法が間違っていた」など、気づかないうちに労基法違反と

なっているケースもあります。昨年度から重要な法改正が

続いていますので定期的に社労士など専門家に確認して

もらうことをお勧めします。トラブルの未然防止だけでなく、

社員との信頼関係構築にもつながることになります。

●年に一度は自社の労務管理をチェック

【図１】 「令和7年度アルバイト労働条件」重点的事項

「アルバイトだから～」は思考停止につながる

労働条件の書面による明示

シフト制労働者の適切な雇用管理

労働時間の適正な把握

商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止

労働契約の不履行に対してあらかじめ損害賠償額を定めることや労
働基準法に違反する減給制裁の禁止

●アルバイトの労働条件キャンペーン実施

●キャンペーン期間中は、労働局の大学等への出張相談、
労基署に若者相談コーナーの設置が実施されています

【図２】 意外に多い労務ト間違い“あるある” 

以下は、過去に当事務所が相談を受けたり、見聞きしたりし
た内容から抜粋したものです。どれも事業主の勘違い（「アル
バイトだから～」）によるものが大きいと実感しています。

かつで筆者もアルバイトの雇用管理を経験したことがあ
ります。10代の若者ですと当日欠勤が多い子や、なかに

は音信不通になる子もいました。「アルバイトだから～」で
労務管理をすることは、偏った方向へ行きがちですので、
仕事の細分化と到達目標を決めてから、一部はアルバイ
トに手伝ってもらおう、そのための労働条件は○○と考え
ていく基本に立ち戻って考えるとうまいくいくと思います。

バイザー」として、希望されるクライアント向けにサービス
を提供しています。
「生成AIは知っているけど、使い方がわからない」という

方は、当事務所へメールにてお尋ねください。とりあえず
生成AIが使えるようになる「目からウロコ」の３つのポイン
トを内緒（無料）でお教えします。(^^) （妹尾 悟）

×アルバイトには残業代・深夜割増は支給しなくてよい

×アルバイトには年次有給休暇は付与されない

×アルバイトには労災保険は掛けなくてよい

×アルバイトだから通勤手当は支給しなくてよい

×アルバイトだから出勤日数を勝手に調整してよい
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